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臨
時
財
政
対
策
債
に
関
す
る
質
問
主
意
書

臨
時
財
政
対
策
債
は
地
方
交
付
税
特
別
会
計
の
収
支
が
均
衡
を
失
し
た
こ
と
か
ら
平
成
十
三
年
度
に
設
け
ら
れ
、
そ
の
発
行

総
額
は
平
成
十
五
年
度
を
ピ
ー
ク
に
逐
次
減
少
が
図
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
今
次
の
景
気
悪
化
に
よ
り
平
成
二
十
年
度
か
ら
再

び
増
額
に
転
じ
て
い
る
。
「
臨
時
」
的
措
置
が
恒
常
化
す
る
こ
と
は
交
付
税
の
「
身
替
り
」
と
は
い
え
、
地
方
自
治
体
の
財
政

運
営
を
制
約
し
、
ひ
い
て
は
「
地
域
主
権
」
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
地
方
財
政
計
画
上
、
臨
時
財
政
対
策
債
の
今

後
の
取
り
扱
い
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

臨
時
財
政
対
策
債
が
地
方
自
治
体
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
内
閣
の
見
解

�

現
在
の
発
行
水
準
が
続
く
と
、
将
来
的
に
基
準
財
政
需
要
額
の
占
め
る
割
合
が
高
く
な
り
、
地
方
交
付
税
の
本
来
の
機

能
を
損
な
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
所
見
は
い
か
が
か
。

�

現
在
の
発
行
水
準
が
続
く
と
、
将
来
的
に
地
方
自
治
体
の
公
債
の
占
め
る
割
合
が
高
く
な
り
、
地
方
自
治
体
の
本
来
の

事
業
の
た
め
の
起
債
発
行
を
結
果
的
に
制
約
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
所
見
は
い
か
が
か
。

二

臨
時
財
政
対
策
債
に
つ
い
て
の
内
閣
の
見
解

一



�

臨
時
財
政
対
策
債
は
将
来
に
わ
た
っ
て
発
行
を
遂
次
逓
減
す
べ
き
と
考
え
る
が
所
見
は
い
か
が
か
。

�

臨
時
財
政
対
策
債
の
今
後
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
中
長
期
的
な
シ
ナ
リ
オ
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
所
見
は
い
か
が

か
。

三

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
つ
い
て
の
総
務
大
臣
の
見
解

平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
も
地
方
の
歳
入
は
税
収
の
落
ち
込
み
が
行
財
政
改
革
の
成
果
を
上
回
り
、
現
状
の
見
通
し
よ

り
も
臨
時
財
政
対
策
債
の
所
要
額
が
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
よ
っ
て
事
項
要
求
と
さ
れ
て
い
る
地
方
交
付
税
の
一
兆
円
増

額
は
ぜ
ひ
と
も
必
要
と
考
え
る
が
総
務
大
臣
の
所
見
は
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

二


